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�愛媛県告示第８９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８９７号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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適用を受けるものである。

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

ひらやま内科・呼吸器内科
クリニック 八幡浜市１０２４番地１ 令和３年５月１０日

く り の 木 薬 局 四国中央市中之庄町３９８
－２しのながビル５号 令和３年６月１日

たんぽぽ薬局 本郷店 新居浜市本郷三丁目２番
３５号 令和３年６月１日

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

竹 内 慶 助 ひのき鍼灸接骨
院

北宇和郡鬼北町芝１４４－
９

令和３年
５月１日

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

テレワーク用端末機及び閉
域ＬＴＥ網回線サービス等
の提供（令和６年３月３１日
まで） 一式

愛媛県企画振興部デジ
タル戦略局スマート行
政推進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和３年４月２２日
ソフトバンク株式会社
東京都港区海岸一丁目７
番１号

３１，３３５，１５０円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による

毎週（火・金）曜日発行 第２２０号 令和３年７月２日

令和３年７月２日金曜日 第２２０号
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�愛媛県告示第９００号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９０１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項において準用

する同法第５０条の２の規定により、指定施術機関から次のように廃

止した旨の届出があった。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９０４号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

今治市 立花町２丁目等
９単位区域

令和元年度から
令和２年度まで

今治市（立花町２
丁目等９単位区

域）の地籍図及び
地籍簿

宇和島市 下畑地の第１０ 平成３０年度から
令和２年度まで

宇和島市（下畑地
の第１０）の地籍図
及び地籍簿

２ 認証年月日

令和３年７月２日

�������
�愛媛県告示第９０５号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

�愛媛県告示第９０２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９０３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

ひらやま内科・呼吸器内科
クリニック 八幡浜市１０２６番地 令和３年５月９日

く り の 木 薬 局 四国中央市中之庄町３９８
－２ しのながビル５号 令和３年５月３１日

施 術 機 関 施 術 所 廃 止

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

竹 内 慶 助 ひのき鍼灸整骨
院

北宇和郡鬼北町永野市６３
８－３プラザビル２０１

令和３年
４月３０日

平 原 克 也 はしはま整骨院 今治市波止浜１１－２８ハッ
ピープラザはしはま内

令和３年
５月１２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 モードハヤシ 今治市八町東五丁目７番５号 小規模多機能型介護施設 た
ちばな南 今治市八町東五丁目６－２ 令和３年３月１６日

株式会社 あさひファーマシ
ー 松山市桑原四丁目８番８号 あさひ調剤薬局 ひがし店 東温市田窪字海稲１４９５番３ 令和３年４月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 モードハヤシ 今治市八町東五丁目７番５号 小規模多機能型介護施設 た
ちばな南 今治市八町東五丁目６－２ 令和３年３月１６日

株式会社 あさひファーマシ
ー 松山市桑原四丁目８番８号 あさひ調剤薬局 ひがし店 東温市田窪字海稲１４９５番３ 令和３年４月１日
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公 告

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９０６号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９０７号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９０９号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び市

役所において縦覧に供する。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

皆江

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１３号までを順次

結んだ線及び標柱１３号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

�公 告

公文書の公開の実施状況

令和２年度の公開請求等に対する公文書の公開の実施状況の概要

を次のとおり公表する。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公文書の公開の請求等及び処理の状況

�愛媛県告示第９０８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第２号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和９
年８月
１５日

愛媛県
第１２５３
号

副産石
灰肥料

粒状て
ん炉さ
い

アルカ
リ分
４３．０
く溶性
苦土
２．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市百
石町二丁目２５番
２０号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第１７６４４号 令和３年
１月６日 北宇和興産株式会社 吉田 良市 北宇和郡鬼北町大字近永

５９２
令和３年
６月２３日

土木工事業
とび・土工工事業

同社の元役員
が、役員在任時
に建設業法第８
条第１２号に規定
する欠格要件に
該当していたこ
とが判明したた
め。

市 町 字 地 番 標 柱

西予市 三瓶町皆江 シモコクオオ ２５９８番１ １号，２号，１１号，１２
号，１３号

２６０９番１ ３号，４号

コクオオ ２６１３番４ ５号

２６１３番１ ６号

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 愛南地区
（愛南町） 平成２７年３月１６日

ほ場整備事業 愛南地区
（愛南町） 令和元年５月３１日

ため池等整備事業 愛南地区
（愛南町） 令和２年３月２７日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和９
年７月
２２日

愛媛県
第１１９６
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

くみあ
い苦土
炭酸石
灰

アルカ
リ分
５３．０
く溶性
苦土
１０．０

その他
の制限
事項は
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

シモコクオオ ２５９５番 ７号

２５９５番２ ８号

２５９６番１ ９号

２５９６番２ １０号



愛 媛 県 報令和３年７月２日 第２２０号

９４９

（単位：件）

区 分
請求等の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

公 開 部分公開 非 公 開

公開請求 ２，６６０ １，７０４ ５６９ ３５２ ３５

公開申請 ４ １ ３ ０ ０

計 ２，６６４ １，７０５ ５７２ ３５２ ３５

注１ 公開請求とは、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号。
以下「条例」という。）に基づく公開請求をいう。

２ 公開申請とは、条例附則第３項ただし書の規定によりなおその効
力を有するものとされている愛媛県情報公開要綱（平成５年１０月愛媛
県・愛媛県公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委
員会・愛媛県人事委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・
愛媛県収用委員会・愛媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管
理委員会告示第１２５５号。以下「要綱」という。）に基づく公開申請
（要綱第２条第１項に規定する実施機関の職員が職務上作成し、又
は取得した文書、図画及び写真であって、同条第２項に規定する決
裁等が終了したもののうち、公立大学法人愛媛県立医療技術大学に
引き継がれたものに係る公開申請を含む。）をいう。

２ 公文書の公開の請求等の実施機関別内訳

（単位：件）

実 施 機 関 公開請求件数 公開申請件数

総 務 部 ３９ １

企 画 振 興 部 ３５ ０

知 ス ポ ー ツ ・ 文 化 部 １２ ０

県 民 環 境 部 ６０ ０

保 健 福 祉 部 ２７２ ０

経 済 労 働 部 ５１ １

農 林 水 産 部 ３７１ ０

事 土 木 部 １，１５４ ２

出 納 局 ５ ０

小 計 １，９９９ ４

議 会 １９

公 営 企 業 管 理 者 ４６ ０

教 育 委 員 会 ２２６ ０

選 挙 管 理 委 員 会 ６ ０

人 事 委 員 会 ２ ０

監 査 委 員 ０ ０

公 安 委 員 会 １

警 察 本 部 長 ３５７

労 働 委 員 会 ０ ０

収 用 委 員 会 ４ ０

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ０ ０

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 ０ ０

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ０ ０

愛 媛 県 土 地 開 発 公 社 ０

合 計 ２，６６０ ４

３ 公文書の公開の請求等の主な内容

（単位：件）
請 求 等 の 主 な 内 容 公開請求件数 公開申請件数

工事設計書 １，０２６ ０

懲戒処分等の職員の処分関係 ３１９ ０

名簿関係 ３１４ ０

建築工事再資源化等届出書 ２５３ ０

公益法人等の決算書類 １５３ ０

４ 公文書公開請求者等別の内訳

（単位：件）
公 開 請 求 者 等 の 区 分 公開請求件数 公開申請件数

県内に住所を有する者又は事務所若しく
は事業所を有する個人及び法人その他団
体

１，８８８ ３

その他のもの ７７２ １

５ 不服申立て等の状況

� 不服申立て

（単位：件）
不服申立て件数 処 理 の 状 況

令 和
元年度
からの
繰 越
件 数

令 和
２年度
不 服
申立て
件 数

裁 決 又 は 決 定

審理中 取下げ却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

３ ６ １ ３ ０ ０ ５ ０

注 不服申立てとは、公文書の公開請求に対する決定について、行政不服
審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく不服申立てをいう。

� 不服申出

実績なし

�������
�公 告

個人情報の開示等の実施状況

令和２年度の開示請求等に対する個人情報の開示等の実施状況の

概要を次のとおり公表する。

令和３年７月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）
実 施 機 関 令和２年度末件数

総 務 部 ７９

企 画 振 興 部 ５７

知 ス ポ ー ツ ・ 文 化 部 ７５

県 民 環 境 部 ２０２

保 健 福 祉 部 ５３９

経 済 労 働 部 ９６

農 林 水 産 部 ２０５

事 土 木 部 １３１

出 納 局 １０

小 計 １，３９４

議 会 １３

公 営 企 業 管 理 者 ２６

教 育 委 員 会 １２２

選 挙 管 理 委 員 会 １７

人 事 委 員 会 ４

監 査 委 員 ５

公 安 委 員 会 ６

警 察 本 部 長 １６７

労 働 委 員 会 ４

収 用 委 員 会 １１

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 ２

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 １

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ２３

合 計 １，７９５

２ 個人情報の開示請求の状況

� 書面による開示請求

（単位：件）

実 施 機 関
請 求 の
件 数

処 理 の 状 況
取 下 げ

開 示 部分開示 非 開 示

知 事 ６７ ２２ ２５ １７ ３

公営企業管理者 １２１ ４３ ７０ ８ ０

教 育 委 員 会 ２９ １７ ５ ７ ０

公 安 委 員 会 ２ ０ ２ ０ ０

警 察 本 部 長 ６１ ０ ５３ ７ １
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９５０

公安委員会告示

合 計 ２８０ ８２ １５５ ３９ ４

注 他の実施機関については、実績なし。

� 口頭による開示請求

（単位：件）
実 施 機 関 請求の件数

総 務 部 ３２

知 県 民 環 境 部 ４１

保 健 福 祉 部 ３０

経 済 労 働 部 ２

事 農 林 水 産 部 ４

小 計 １０９

教 育 委 員 会 ６，０２１

警 察 本 部 長 ６３

公 営 企 業 管 理 者 ３０

公立大学法人愛媛県立医療技術大学 ７３

合 計 ６，２９６

注１ 「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじ
め定めた個人情報について、口頭により開示請求でき
るものであり、請求があった場合は、原則開示するも
のである。

２ 他の実施機関については、実績なし。

３ 個人情報の訂正請求の状況

実績なし

４ 個人情報の利用停止請求の状況

実績なし

５ 不服申立ての状況

（単位：件）

区 分

不服申立て件数 処 理 の 状 況

取下げ

令 和
元年度
からの
繰 越
件 数

令 和
２年度
不 服
申立て
件 数

裁決又は決定

審理中却 下 棄 却 一 部
認 容

認 容

開示決定等
に係るもの

０ ５ ０ ２ ０ ０ ３ ０

訂正決定等
に係るもの

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

利用停止決
定等に係る
もの

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

�愛媛県公安委員会告示第３号
銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（昭和５３年愛媛県公安委員会規則第６号）第２条第１項の規定により、次のとおり銃砲刀剣類所持等取

締法（昭和３３年法律第６号。以下「法」という。）第４条の３第２項又は第１２条の３の診断を行う医師を指定した。

令和３年７月２日

愛媛県公安委員会委員長 曽我部 謙 一

医師の氏名 勤務する病院の名称 病院の所在地 診断の対象者

佐々木 朗 西条道前病院 西条市飯岡３２９０番地１ １ 法第５条第１項第３号に規定する政令で定める病気
（銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和３３年政令第３３
号。以下「令」という。）第８条第３号に定める病気
を除く。）にかかっている者並びに法第５条第１項第
４号及び第５号に掲げる者

２ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５条の２第
１項に規定する認知症である者

山 内 克 之 三番町メンタルクリニック 松山市三番町四丁目４番地９

牧 徳 彦 牧病院 松山市菅沢町甲１１５１番地１

藤 井 正 人 平成病院 大洲市柚木８１１番地１

谷 向 知 愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川４５４番地

梅 岡 秀 一 うめおか神経クリニック 松山市二番町三丁目８番地２１
�保豊二番町ビル２階

１ 令第８条第３号に定める病気にかかっている者

岡 本 健太郎 愛媛県立今治病院 今治市石井町４丁目５番５号

令和３年７月２日 発行


